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≪対 象 活 動≫ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こどもテーブル活動助成とは・・・ 

 地域の力で子どもたちを見守り育てていく、 

食事や居場所や学習の場を提供する「こどもテーブル」活動に対して 

「渋谷区社会福祉協議会子ども基金」を活用し、財政的な応援を行います。 

 

 

平成３０年度 こどもテーブル活動助成募集案内 
 

≪助 成 要 件≫  
 

① 地域住民が主体となって運営されている営利を目的としない団体であること 

② 概ね月に 1 回以上、継続的に活動する団体であること 

③ 主な活動の本拠地が渋谷区内にあり、参加者が渋谷区民であること 

④ 安全面、衛生面について適切な配慮がされていること 

⑤ 参加者の負担額が妥当であること 

≪子ども食堂活動助成≫ 

子どもたちに食事を提供するととも

に、学習支援や体験、居場所などを提

供する活動に対して助成します。 

 

 

例えば・・・ 

食材費、チラシ印刷費、 

会場費を含めた費用 

として助成します。 

 

年額100,000 円（上限） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪居場所づくり・学習支援活動助成≫ 

子どもたちに学習支援や工作、昔遊びなど

体験活動を行い、居場所や交流の場を提供す

る活動に対して助成します。 

 

 

例えば・・・ 

学習資料費、おやつ代、 

チラシ印刷費、会場費等を 

含めた費用として 

助成します。 

年額50,000 円（上限） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【助成対象期間】 

◇平成３０年 4 月１日～平成３１年３月３１日の期間に実施する活動 

 

【申込方法】 

    申請書に、下記書類を添付して渋谷区社会福祉協議会までご持参ください。 

１． 団体の会則・規約 

２． 団体の名簿 

３． 活動内容がわかるチラシ資料 

 

《申請書は次の場所で配布しています。》 

・渋谷区社会福祉協議会（神南分庁舎１階） 

・しぶやボランティアセンター（せせらぎ２階） 

 

※下記の渋谷区社会福祉協議会 

ホームページからもダウンロードできます。 

    http://www.shibuyashakyo.or.jp 

 

【申込期間】 

    平成３０年４月２７日（金）締切 

    渋谷区社会福祉協議会 地域福祉課までご持参ください 
 

【審査・助成方法】 

 

 

 

 

 

 
 

 

【その他】  

◇助成が決定した団体は、平成３０年度の活動が終了後、報告書を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

渋谷区社会福祉協議会 

まで書類をご持参ください 

申請書・事業計画書に基づき 

こどもテーブル活動助成審査委員

会で審査のうえ、決定します 

 

決定後、申請団体に結果をお知ら 

せします。助成金は、指定された 

「銀行口座」に振込みます 
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申請書の提出及びお問い合わせ 

社会福祉法人 渋谷区社会福祉協議会 

こどもテーブル担当 小湊 遠藤 

〒１５０－００４２ 渋谷区宇田川町５－２ 

渋谷区役所神南分庁舎１階 

電話番号 ０３-５４５７-２２００ FAX ０３-３４７６-４９０４ 

※受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分 土・日・祝日除く 


